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詳しくは医師・
歯科医師・薬剤師に
ご相談ください。

埼玉県マスコット「コバトン＆さいたまっち」

ジェネリック医薬品とは
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬

（先発医薬品）の特許が切れた後に製造販売され
る、新薬と同一の有効成分を同一量含み、効き目
が同等な医薬品のことです。

国の厳しい審査をクリア
　ジェネリック医薬品は、国の厳しい審査を
クリアしたものだけが承認されています。有効性
や安全性、品質も新薬と同等です。

低価格で個人負担が軽くなる
　新薬と同じ有効成分を使用し、開発費が抑え
られるので、低価格です。医療の質を落とすこと
なく、経済的負担が軽くなります。

医療保険制度を次世代に引き継ぐ
　国民医療費の増大を抑制することにより、現在
の優れた医療保険制度を維持し、子供たちや次
の世代に引き継いでいくことに貢献します。
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